
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　訓

　令 

○
福
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令                                     

一 

○
特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正 

　す
る
訓
令                                                                   

六 

　福
島
県
人
事
委
員
会 

○
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                           

六 

○
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則               

七 

○
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                   

七 

○
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                          

一
〇 

○
人
事
行
政
相
談
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る 

　規
則                                                                      

一
〇 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

訓

　
　令 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
訓
令
第
一
号 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　本

　庁

　機

　関

　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　出

　先

　機

　関

　

 

　福
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

　
　令
和
八
年
二
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

福
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

福
島
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
福
島
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

９

　職
員
は
、
子
育
て
部
分
休
暇
（
条
例
第
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
子
育
て
部
分
休
暇
を
い

う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
庶
務
シ
ス
テ
ム
に
子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
の
氏
名
そ
の

他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
（
特
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
子
育
て
部
分
休
暇
簿
（
第
五
号
様
式
の

七
）
）
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
所
属
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
二

十
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
庶
務
シ
ス
テ

ム
に
養
育
状
況
の
変
更
の
事
由
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
（
特
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
養

育
状
況
変
更
届
（
第
十
八
号
様
式
）
）
に
よ
り
所
属
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
条
の
二
第
二
項
中
「
第
五
号
様
式
の
七
」
を
「
第
五
号
様
式
の
八
」
に
改
め
る
。 

第
五
号
様
式
の
七
を
第
五
号
様
式
の
八
と
し
、
第
五
号
様
式
の
六
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 
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第５号様式の７（第10条関係） （第１面）

申出対象期間 　　　　　年度

所属 職員番号 氏名

氏名 続柄等

申出年月日 申出の内容
（①又は②を記入） ＜申出の内容（変更後の内容も共通）＞

 ①１日につき２時間を超えない範囲内

所属長の
確認欄

　年　　月　　日

所属長の
確認欄

　年　　月　　日

４　備　考

（注）

　８　備考の欄は、連絡先等を必要に応じて記入すること。

子　育　て　部　分　休　暇　簿

１　請求に係る子

２　申出
　　年　　月　　日

３　変更（第１回目）

３　変更（第２回目）

　３　満９歳に達する日後の最初の４月１日以降にある障害児（者）（※）について請求する場合には、障害者手帳、
　　医師の診断書、障害福祉サービス受給者証その他の障害の状況が分かる書類（写しでも可）を添付すること。
　　（※）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第４条に規定する障害児（者）で、身体障害
　　　者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病等患者をいう。

  ２　子育て部分休暇の申出、変更又は請求に係る子の氏名、職員との続柄等及び生年月日を証明する書類（戸籍抄本、
　　医師又は助産師が発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受
　　理証明書等）（写しでも可）を添付すること。

　５　第１号部分休暇の承認が職員からの請求に基づき取り消された場合は、その旨を第３面に記入すること。

　７　特別の事情とは、(１)配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、(２)配偶者と別居したこと、(３)申出時
　　に予測することができなかった事実が生じたことのいずれかを指す。変更が必要な事情が(１)～(３)に該当す
　　るかを所属で判断の上、有又は無を記入すること。

　１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

変更年月日 変更後の内容
（①又は②を記入）

　６　※印の欄は職員本人は記入しないこと。

※特別の事情の有無
（有又は無を記入）

　４　第１号部分休暇の承認の請求の場合は第２面、第２号部分休暇の承認の請求の場合は第４面を用いること。

変更が必要な事情

 ②１年につき条例で定める時間（１０日相当＊）を超えない範囲内
 ＊　下記職員以外　７７時間３０分
 ＊　定年前再任用短時間職員及び任期付短時間勤務職員
　　　1日当たりの勤務時間に１０を乗じて得た時間

※確認欄

※確認欄

変更年月日 変更後の内容
（①又は②を記入）

※特別の事情の有無
（有又は無を記入）

生年月日

変更が必要な事情

令和 8 年 2月6日　金曜日 福 島 県 報 号外第12号 2
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（第２面）

年度

　　　　　子育て部分休暇の承認の請求をする期間
毎日／
曜日等

所属長の
確認欄

1 　　月　　　日 から 　　月　　　日 まで 　時　　　分 から 　　時　　　分 まで 　月　　日

2 　　月　　　日 から 　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで 　月　　日

3 　　月　　　日 から 　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで 　月　　日

4 　　月　　　日 から 　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで 　月　　日

5 　　月　　　日 から 　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで 　月　　日

6 　　月　　　日 から 　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで 　月　　日

7 　　月　　　日 から 月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで 　月　　日

8 　　月　　　日 から 　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで 　月　　日

9 　　月　　　日 から 　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで 　月　　日

10 　　月　　　日 から 　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで 　月　　日

（※印の欄は職員本人は記入しないこと。）

第１号子育て部分休暇の承認の請求の場合

整理
番号 月　　日 時　　間

※確認欄請求
月日

備　　考

令和 8 年 2月6日　金曜日 福 島 県 報 号外第12号3
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第１号子育て部分休暇の承認の取消しの場合 （第３面）

年度

所属長の
確認欄

1 　　　月　　　日 から 　　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで

2 　　　月　　　日 から 　　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで

3 　　　月　　　日 から 　　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで

4 　　　月　　　日 から 　　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで

5 　　　月　　　日 から 　　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで

6 　　　月　　　日 から 　　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで

7 　　　月　　　日 から 　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで

8 　　　月　　　日 から 　　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで

9 　　　月　　　日 から 　　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで

10 　　　月　　　日 から 　　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで

（※印の欄は職員本人は記入しないこと。）

※確認欄
備　　考整理

番号 月　　日 時　　間

　　　子育て部分休暇の承認の取消しの期間

令和 8 年 2月6日　金曜日 福 島 県 報 号外第12号 4
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第２号子育て部分休暇の承認の請求の場合 （第４面）

所属長の
確認欄

1 　　月　　日 から 　月　　日 まで 　　時　　分 から 　　時　　分 まで 時間　　分 時間　分 　月　　日

2 　　月　　日 から 　月　　日 まで 　　時　　分 から 　　時　　分 まで 時間　　分 時間　分 　月　　日

3 　　月　　日 から 　月　　日 まで 　　時　　分 から 　　時　　分 まで 時間　　分 時間　分 　月　　日

4 　　月　　日 から 　月　　日 まで 　　時　　分 から 　　時　　分 まで 時間　　分 時間　分 　月　　日

5 　　月　　日 から 　月　　日 まで 　　時　　分 から 　　時　　分 まで 時間　　分 時間　分 　月　　日

6 　　月　　日 から 　月　　日 まで 　　時　　分 から 　　時　　分 まで 時間　　分 時間　分 　月　　日

7 　　月　　日 から 　月　　日 まで 　　時　　分 から 　　時　　分 まで 時間　　分 時間　分 　月　　日

8 　　月　　日 から 　月　　日 まで 　　時　　分 から 　　時　　分 まで 時間　　分 時間　分 　月　　日

9 　　月　　日 から 　月　　日 まで 　　時　　分 から 　　時　　分 まで 時間　　分 時間　分 　月　　日

10 　　月　　日 から 　月　　日 まで 　　時　　分 から 　　時　　分 まで 時間　　分 時間　分 　月　　日

               年度

備　　考
※確認欄請求

月日

（※印の欄は職員本人は記入しないこと。）

取得可能な年度内の第２号子育て部分休暇の時間数 　　　時間　　分

　　子育て部分休暇の承認の請求をする期間
整理
番号 月　　日 時　　間

請求
時間数

残時間数

令和 8 年 2月6日　金曜日 福 島 県 報 号外第12号5
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「部
分

休
業

 

第
十
八
号
様
式
中
「部

分
休

業

」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　に
改
め
る
。 

子
育
て
部
分
休
暇

」 

附

　則 
　こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
人

　事

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
訓
令
第
二
号 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　本

　庁

　機

　関

　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　出

　先

　機

　関

　

 

　特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。 

　
　令
和
八
年
二
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓 

令 

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ

れ
に
順
次
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

改

　正

　後

改

　正

　前

　（
建
築
主
事
、
建
築
副
主
事
及
び
建
築
監

　（
建
築
主
事
及
び
建
築
監
視
員
の
任
命
） 

視
員
の
任
命
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

第
二
十
一
条

　土
木
部
建
築
総
室
建
築
指
導 

第
二
十
一
条

　土
木
部
建
築
総
室
建
築
指
導 

　課
又
は
建
設
事
務
所
（
い
わ
き
建
設
事
務 

　課
又
は
建
設
事
務
所
（
い
わ
き
建
設
事
務 

　所
を
除
く
。
）
に
勤
務
す
る
職
員
で
建
築 

　所
を
除
く
。
）
に
勤
務
す
る
職
員
で
建
築 

　基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一 

　基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一 

　号
）
第
七
十
七
条
の
五
十
八
第
一
項
の
登 

　号
）
第
七
十
七
条
の
五
十
八
第
一
項
の
登 

　録
を
受
け
た
も
の
の
う
ち
、
知
事
が
指
定 

　録
を
受
け
た
も
の
の
う
ち
、
知
事
が
指
定 

　す
る
も
の
は
、
同
法
第
四
条
第
五
項
の
建 

　す
る
も
の
は
、
同
法
第
四
条
第
五
項
の
規 

　築
主
事
及
び
同
法
第
四
条
第
七
項
の
建
築 

　定
に
よ
り
県
が
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

　副
主
事
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　建
築
主
事
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

 

２

　（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

２

　（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 

　（
特
例
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　（
特
例
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

第
二
十
二
条

　第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規 

第
二
十
二
条

　第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規 

　定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
必
要
が
あ
る 

　定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
必
要
が
あ
る 

　と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
各
条
に
規
定
す 

　と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
各
条
に
規
定
す 

　る
職
員
以
外
の
職
員
を
当
該
各
条
に
規
定 

　る
職
員
以
外
の
職
員
を
当
該
各
条
に
規
定 

　す
る
自
然
保
護
監
視
員
、
環
境
衛
生
指
導 

　す
る
自
然
保
護
監
視
員
、
環
境
衛
生
指
導 

　員
、
医
療
監
視
員
、
薬
事
監
視
員
、
麻
薬 

　員
、
医
療
監
視
員
、
薬
事
監
視
員
、
麻
薬 

　取
締
員
、
栄
養
指
導
員
、
と
畜
検
査
員
、 

　取
締
員
、
栄
養
指
導
員
、
と
畜
検
査
員
、 

　食
品
衛
生
監
視
員
、
狂
犬
病
予
防
員
、
動 

　食
品
衛
生
監
視
員
、
狂
犬
病
予
防
員
、
動 

　物
愛
護
管
理
担
当
職
員
、
小
作
主
事
、
普 

　物
愛
護
管
理
担
当
職
員
、
小
作
主
事
、
普 

　及
指
導
員
、
家
畜
防
疫
員
、
評
価
人
、
地 

　及
指
導
員
、
家
畜
防
疫
員
、
評
価
人
、
地 

　方
種
畜
検
査
委
員
、
森
林
害
虫
防
除
員
、 

　方
種
畜
検
査
委
員
、
森
林
害
虫
防
除
員
、 

　林
業
普
及
指
導
員
、
漁
業
監
督
吏
員
、
魚 

　林
業
普
及
指
導
員
、
漁
業
監
督
吏
員
、
魚 

　類
防
疫
員
、
建
築
主
事
、
建
築
副
主
事
又 

　類
防
疫
員
、
建
築
主
事
又
は
建
築
監
視
員 

　は
建
築
監
視
員
に
任
命
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　に
任
命
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　
　
　

附

　則 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
人

　事

　課
） 

 

　
　
　
　
　
　

 

福
島
県
人
事
委
員
会 

　
　
　
　
　
　

 
 

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
二
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
人
事
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　委
員
長

　千

　葉

　悦

　子

　

 

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号 

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
の
二
ウ
の
表
四
級
の
項
中
「13,300円

」
を
「13,300円

（条
例
別
表
第
３
の
備
考
に
定

め
る
職
員
に
あ
つ
て
は

13,500円

）
」
に
改
め
る
。 

、

別
表
第
一
の
三
ウ
の
表
四
級
の
項
中
「12,800円

」
を
「12,800円

（条
例
別
表
第
３
の
備
考
に
定

め
る
職
員
に
あ
つ
て
は

12,900円

）
」
に
改
め
る
。 

、

別
表
第
二
の
二
の
三
の
表
四
級
の
項
中
「
七
六
、
八
〇
〇
円
」
を
「
七
七
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
六

七
、
二
〇
〇
円
」
を
「
六
七
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
五
七
、
六
〇
〇
円
」
を
「
五
八
、
一
〇
〇
円
」
に

改
め
る
。 

別
表
第
二
の
三
の
三
の
表
四
級
の
項
中
「
六
八
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
六
八
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
五

九
、
五
〇
〇
円
」
を
「
六
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
五
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
一
、
四
〇
〇
円
」
に

改
め
る
。 

　
　
　附

　則 
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
採
用
給
与
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
二
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
人
事
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　委
員
長

　千

　葉

　悦

　子

　

 

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号 

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
の
二
ア
の
表
三
級
の
項
中
「別

表
第
１
ア
の
備
考

」
を
「別

表
第
１
ア
の
表
備
考

」
に
改

め
、
同
表
四
級
の
項
中
「13,300円
」
を
「13,300円

（条
例
別
表
第
１
ア
の
表
備
考
に
定
め
る
職
員

に
あ
つ
て
は

13,500円

）
」
に
改
め
る
。 

、

別
表
第
一
の
二
イ
の
表
三
級
の
項
中
「別

表
第
１
イ
の
備
考

」
を
「別

表
第
１
イ
の
表
備
考

」
に
改

め
、
同
表
四
級
の
項
中
「13,000円

」
を
「13,000円

（条
例
別
表
第
１
イ
の
表
備
考
に
定
め
る
職
員

に
あ
つ
て
は

13,200円

）
」
に
改
め
る
。 

、

別
表
第
一
の
三
ア
の
表
三
級
の
項
中
「別

表
第
１
ア
の
備
考

」
を
「別
表
第
１
ア
の
表
備
考

」
に
改

め
、
同
表
四
級
の
項
中
「12,800円

」
を
「12,800円
（条

例
別
表
第
１
ア
の
表
備
考
に
定
め
る
職
員

に
あ
つ
て
は

12,900円

）
」
に
改
め
る
。 

、

別
表
第
一
の
三
イ
の
表
三
級
の
項
中
「別

表
第
１
イ
の
備
考
」
を
「別

表
第
１
イ
の
表
備
考

」
に
改

め
、
同
表
四
級
の
項
中
「12,400円

」
を
「12,400円

（条
例
別
表
第
１
イ
の
表
備
考
に
定
め
る
職
員

に
あ
つ
て
は

12,500円

）
」
に
改
め
る
。 

、

別
表
第
四
の
二
の
一
の
表
四
級
の
項
中
「
七
二
、
七
〇
〇
円
」
を
「
七
三
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
六

三
、
六
〇
〇
円
」
を
「
六
四
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
五
四
、
六
〇
〇
円
」
を
「
五
五
、
〇
〇
〇
円
」
に

改
め
る
。 

別
表
第
四
の
二
の
二
の
表
四
級
の
項
中
「
七
六
、
八
〇
〇
円
」
を
「
七
七
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
六

七
、
二
〇
〇
円
」
を
「
六
七
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
五
七
、
六
〇
〇
円
」
を
「
五
八
、
一
〇
〇
円
」
に

改
め
る
。 

別
表
第
四
の
三
の
一
の
表
四
級
の
項
中
「
六
六
、
三
〇
〇
円
」
を
「
六
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
五

八
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
八
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
四
九
、
八
〇
〇
円
」
を
「
五
〇
、
二
〇
〇
円
」
に

改
め
る
。 

別
表
第
四
の
三
の
二
の
表
四
級
の
項
中
「
六
八
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
六
八
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
五

九
、
五
〇
〇
円
」
を
「
六
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
五
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
一
、
四
〇
〇
円
」
に

改
め
る
。 

　
　
　附

　則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
採
用
給
与
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
二
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
人
事
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　委
員
長

　千

　葉

　悦

　子

　

 

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条

　職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
の
次
に
次
の
四
条
を
追
加
す
る
。 

（
適
用
除
外
と
な
る
職
員
） 

第
二
条
の
二

　条
例
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ

る
職
員
と
す
る
。 

一

　中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
に
勤
務
す
る
教
育
職
給
料
表
適
用
職
員 

二

　教
育
事
務
所
、
教
育
セ
ン
タ
ー
及
び
特
別
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
職
員
（
任
命
権

者
が
定
め
る
職
員
を
除
く
。
） 

三

　育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等 

四

　定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員 

五

　任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員 

六

　条
例
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
特
別
の
形
態
に
よ
っ
て
勤
務
に
従
事
す
る
必
要
の
あ
る
職
員

（
任
命
権
者
が
定
め
る
職
員
を
除
く
。
） 

（
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
の
基
準
） 

第
二
条
の
三

　勤
務
時
間
の
割
振
り
等
（
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
を
割
り
振

ら
な
い
日
の
設
定
又
は
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一

　条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週
休
日
の
ほ
か
に
設
け
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日

は
、
第
二
条
の
五
に
規
定
す
る
期
間
を
そ
の
初
日
か
ら
一
週
間
ご
と
に
区
分
し
た
期
間
（
以
下

「
区
分
期
間
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
す
る
こ
と
。 

二

　勤
務
時
間
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

ア

　一
日
に
つ
き
三
時
間
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
休
日
（
条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
休

日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
（
以
下
「
休
日
等
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四
十
五
分
と
す
る
こ
と
。 

イ

　区
分
期
間
（
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週
休
日
の
ほ
か
に
設
け
る
勤
務
時
間
を
割

り
振
ら
な
い
日
を
含
む
区
分
期
間
を
除
く
。
）
ご
と
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
し
て
休
日
等
以

外
の
日
の
う
ち
職
員
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
日
（
以
下
「
特
例
対
象
日
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
は
、
三
時
間
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

三

　月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
任
命
権
者

が
定
め
る
休
憩
時
間
を
除
く
時
間
に
は
、
こ
の
項
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員

に
共
通
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
例
対
象
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
時
間

に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 
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四

　始
業
時
刻
は
午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
時
刻
は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。 

２

　職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
に
必
要
な
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め
る
場
合
に
係
る
条

例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

３

　任
命
権
者
は
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
に
つ
い
て
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
、
公
務
の
能
率
の
向
上
に
資
し
、
か
つ
、
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
に
重

大
な
影
響
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
、
当
該
基
準
（
同
項
第
二
号

ア
た
だ
し
書
に
係
る
基
準
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
別
段
の
定
め
が
人
事
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
人
事
委
員
会
と
の
協
議
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

（
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
の
手
続
等
） 

第
二
条
の
四

　条
例
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
職
員
の
申
告
（
以
下
「
申
告
」
と
い
う
。
）
は
、

前
条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２

　任
命
権
者
は
、
申
告
を
考
慮
し
て
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
任
命
権
者
は
、
当
該
申
告
の
と
お
り
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
公

務
の
運
営
に
支
障
が
生
じ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
申
告
と
は
異

な
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３

　任
命
権
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一

　申
告
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
の
と
お
り
に
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
変
更
す

る
と
き
。 

二

　前
号
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
変
更
し
た
後
に
生
じ
た
事
由
に
よ
り
、
当
該

勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
再
度
変
更
を
し
な
け
れ
ば
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
じ
る
と
任
命
権

者
が
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
変
更
す
る
と
き
。 

４

　前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
申
告
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
任
命
権
者
が
定
め
る
。 

（
単
位
期
間
等
） 

第
二
条
の
五

　条
例
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。 

一

　次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

　四
週
間
（
四
週
間
で
は
適
正
に
勤
務
時
間
の
割
振
り
等

を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員

会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
週
間
、
二
週
間
又
は
三
週
間
） 

二

　次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
育
児
介
護
等
職
員
」
と
い

う
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
申
告
を
し
た
も
の

　一
週
間
、
二
週
間
、
三
週
間
又
は
四
週

間
の
う
ち
職
員
が
選
択
す
る
期
間 

ア

　小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規

定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る

家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
現

に
監
護
す
る
も
の
又
は
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
（
以

下
こ
の
号
及
び
第
七
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
「
養
子
縁
組
里
親
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
職

員
若
し
く
は
同
法
第
六
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
養
育
里
親
（
同
項
に
お
い
て
「
養
育
里

親
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
職
員
（
児
童
の
親
そ
の
他
の
同
法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す

る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
当
該
児
童
を
委

託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
に
限
る
。
）
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
又
は
小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
に

就
学
し
て
い
る
子
を
養
育
す
る
職
員 

イ

　条
例
第
八
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
を

介
護
す
る
職
員 

ウ

　障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二

条
第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者
で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
同
法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す

る
対
象
障
害
者
で
あ
る
職
員 

２

　任
命
権
者
は
、
育
児
介
護
等
職
員
が
申
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
が
育
児
介
護
等

職
員
に
該
当
す
る
事
由
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
証
明
書

類
の
提
出
等
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３

　育
児
介
護
等
職
員
の
申
告
に
よ
り
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
が
行
わ
れ
た
後
に
お
い
て
、
当
該
職

員
が
育
児
介
護
等
職
員
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
任
命

権
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
に
係

る
単
位
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
、
引
き
続
き
、
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
直
前
の
当
該
単

位
期
間
に
係
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
同
条
」
を
「
同

条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２

　任
命
権
者
は
、
週
休
日
の
振
替
等
（
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
週
休
日
の
振
替
等
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
、
週
休
日
又
は
勤
務
時

間
を
割
り
振
ら
な
い
日
（
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
第
十
二
条
第
一

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
毎
四
週
間
に
つ
き
四
日
以
上
と
な
る
よ
う
に
し
、
か
つ
、
勤
務
日
等

（
条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
日
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
引
き
続
き
二
十

四
日
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一

　週
休
日
の
振
替
（
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
勤
務
日
を
週
休
日
に
変
更
し
て
当

該
勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
同
項
の
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に

割
り
振
る
こ
と
を
い
う
。
） 

二

　勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
振
替
（
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
勤
務
日
を
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
に
変
更
し
て
当

該
勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
同
項
の
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
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割
り
振
る
こ
と
を
い
う
。
） 

三

　四
時
間
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
（
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
勤
務
日
（
四

時
間
の
勤
務
時
間
の
み
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
日
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
勤
務
時
間
の
う
ち
四
時
間
を
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
や
め
て
当
該
四
時
間
の
勤
務

時
間
を
同
項
の
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
い
う
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
） 

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
休
憩
時
間
の
一
斉
付
与
の
特
例
） 

第
五
条

　任
命
権
者
は
、
条
例
第
六
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
休
憩
時
間
を

一
斉
に
与
え
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
職
員
の
範
囲
及
び
当
該
職
員
に
対
す
る
休
憩
の

与
え
方
に
つ
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２

　任
命
権
者
は
、
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に
は
、
人
事

委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
か
ら
の
申
告
を
考
慮
し
て
休
憩
時
間
を
置
く
も
の
と
す

る
。 

第
七
条
の
四
第
一
項
中
「
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
四
第

一
号
に
規
定
す
る
」
及
び
「
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
条

例
第
八
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
要
介
護

者
」
に
改
め
、
同
条
中
第
七
項
を
削
り
、
第
八
項
を
第
七
項
と
し
、
第
九
項
を
第
八
項
と
す
る
。 

第
十
四
条
の
三
第
二
項
中
「
す
る
部
分
休
業
」
の
下
に
「
（
以
下
「
第
一
号
部
分
休
業
」
と
い

う
。
）
又
は
条
例
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で

請
求
す
る
子
育
て
部
分
休
暇
（
以
下
「
第
一
号
部
分
休
暇
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
当
該
部
分
休
業
」

の
下
に
「
及
び
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

（
第
一
号
部
分
休
暇
） 

第
十
四
条
の
四

　第
一
号
部
分
休
暇
の
単
位
は
、
三
十
分
と
す
る
。 

２

　第
一
号
部
分
休
業
、
介
護
時
間
又
は
第
十
三
条
第
七
号
若
し
く
は
第
八
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係

る
特
別
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
日
が
あ
る
日
の
第
一
号
部
分
休
暇
に
つ
い
て
は
、
一

日
に
つ
き
二
時
間
か
ら
当
該
部
分
休
業
、
介
護
時
間
及
び
特
別
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な

い
時
間
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
と
す
る
。 

（
第
二
号
部
分
休
暇
） 

第
十
四
条
の
五

　条
例
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
範
囲

内
で
請
求
す
る
子
育
て
部
分
休
暇
（
以
下
「
第
二
号
部
分
休
暇
」
と
い
う
。
）
の
単
位
は
、
一
時

間
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

時
間
数
と
す
る
。 

一

　一
回
の
勤
務
に
係
る
日
ご
と
の
勤
務
時
間
に
分
を
単
位
と
し
た
時
間
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該
勤
務
時
間
の
全
て
に
つ
い
て
請
求
が
あ
っ
た
と
き

　当
該
勤
務
時
間
の
時
間
数 

二

　第
二
号
部
分
休
暇
の
残
時
間
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
残
時

間
数
の
全
て
に
つ
い
て
請
求
が
あ
っ
た
と
き

　当
該
残
時
間
数 

２

　条
例
第
十
五
条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
は
、
七
十
七
時
間
三

十
分
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者

の
勤
務
日
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
時
間
）
と
す
る
。 

３

　育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で
請
求

す
る
部
分
休
業
（
以
下
「
第
二
号
部
分
休
業
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
て
い
る
職
員
に
係
る

第
二
号
部
分
休
暇
の
時
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
前
項
に
定
め
る
時
間
か
ら
第
二
号
部
分
休

業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
と
す
る
。 

（
条
例
第
十
五
条
の
三
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
特
別
の
事
情
） 

第
十
四
条
の
六

　条
例
第
十
五
条
の
三
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
配

偶
者
が
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
入
院
し
た
こ
と
、
配
偶
者
と
別
居
し
た
こ
と
そ
の
他
の
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
申
出
時
に
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
実
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
を
し
な
け
れ
ば
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
子
の
養
育
に
著
し
い
支

障
が
生
じ
る
と
任
命
権
者
が
認
め
る
事
情
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
見
出
し
中
「
及
び
介
護
時
間
」
を
「
、
介
護
時
間
及
び
子
育
て
部
分
休
暇
」
に
改
め
、

同
条
中
「
又
は
介
護
時
間
」
を
「
、
介
護
時
間
又
は
子
育
て
部
分
休
暇
」
に
、
「
又
は
第
十
五
条
の

二
第
一
項
」
を
「
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
五
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
条
の
見
出
し
中
「
及
び
介
護
時
間
」
を
「
、
介
護
時
間
及
び
子
育
て
部
分
休
暇
」
に
改
め
、

同
条
第
一
項
中
「
又
は
介
護
時
間
」
を
「
、
介
護
時
間
又
は
子
育
て
部
分
休
暇
」
に
改
め
、
同
条
に

次
の
三
項
を
加
え
る
。 

３

　第
一
項
の
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
職
員
は
、
第
一
号
部
分
休
業
を
請
求

し
て
い
る
場
合
は
第
一
号
部
分
休
暇
を
、
第
二
号
部
分
休
業
を
請
求
し
て
い
る
場
合
は
第
二
号
部

分
休
暇
を
そ
れ
ぞ
れ
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４

　第
一
号
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
子
育
て
部
分
休
暇
が
必
要
な
期
間
に

つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
包
括
的
に
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５

　子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
た
職
員
は
、
承
認
を
受
け
た
期
間
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
場

合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
任
命
権
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一

　子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
場
合 

二

　子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
が
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
場
合 

三

　子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
を
養
育
し
な
く
な
っ
た
場
合 

四

　子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
（
条
例
第
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
子
に
限
る
。
）

が
同
号
に
掲
げ
る
子
の
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
場
合
（
当
該
子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
が
満

十
八
歳
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
を
経
過
し
た
こ
と
に
よ
り
同
号
に
掲
げ
る

要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
場
合
を
除
く
。
） 

第
二
条

　職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
人
事
委

員
会
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
二
項
第
二
号
中
「
第
九
条
第
三
項
及
び
第
五
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
及
び
第
四
項
」
に

改
め
る
。 

附
則
第
四
項
中
「
第
七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
条
の
二
第
四
号
、
第
七
条
の
二
第
二
項
」
に
、

「
並
び
に
第
十
一
条
」
を
「
、
第
十
一
条
並
び
に
第
十
四
条
の
五
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

附

　則 
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　こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
附
則
第
二
項
第
二
号
の

改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
総
務
審
査
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
二
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
人
事
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　委
員
長

　千

　葉

　悦

　子

　

 

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
条
中
「
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
介
護
時
間
」
の
下
に
「
、
同
条
例
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で
請
求
す
る
子
育
て
部
分
休
暇
（
以
下
「
第
一
号

部
分
休
暇
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
当
該
承
認
に
係
る
介
護
時
間
」
の
下
に
「
、
第
一
号
部
分
休
暇
」

を
加
え
る
。 

　
　
　附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
総
務
審
査
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

人
事
行
政
相
談
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 令

和
八
年
二
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
人
事
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　委
員
長

　千

　葉

　悦

　子

　

 

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号 

人
事
行
政
相
談
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

人
事
行
政
相
談
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第

二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
二
項
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
総
務
審
査
課
） 

      

                   

再生紙を使用しています。 【定価　１箇月 3,560円】 発行者　福　　　　島　　　　県
印刷所　株式会社　第　一　印　刷

令和 8 年 2月6日　金曜日 福 島 県 報 号外第12号 10


